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Ⅰ 点検・評価制度 

１ 趣 旨 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２６条に基づき、教育委員会は、効果的な教

育行政の推進と、市民への説明責任を果たすために、教育委員会事務の点検・評価を行い、

その結果に関する報告書を公表することが義務付けられており、本市においても、令和２年

３月に策定した「草津市教育振興基本計画（第３期）」の進捗状況の確認を行うことも兼ね

て、計画の施策体系に沿った点検・評価を実施しました。 

今年度の点検・評価にあたっては、基本項目ごとに設定した成果指標に対する実績値およ

び過去の外部評価委員会等の意見に対する対応の状況を中心に、草津市教育委員会事務外部

評価委員会委員の意見、助言等をいただきながら、点検・評価を実施しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 点検・評価の対象 

 「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」に規定する教育委員会の権限に属する事務

および市長から補助執行を受け教育委員会において実際に管理･執行している事務を点検･評

価の対象とし、「草津市教育振興基本計画（第３期）」において掲げられた４つの「施策の基

本方向」に対して、それぞれ位置づけた９つの基本項目（３４の基本施策を含む）につい

て、点検・評価を実施しました。 

 

 

３ 点検・評価の方法 

 草津市教育振興基本計画（第３期）の９つの基本項目について、教育委員会事務局にて内

部点検・評価を行った後、教育に関し学識経験を有する方など外部の方々の意見、助言をい

ただきました。 

【 参 考 】 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抄） 

（教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等） 

第２６条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務（前条第１項の規定により教

育長に委任された事務その他教育長の権限に属する事務（同条第４項の規定により事

務局職員等に委任された事務を含む。）を含む。）の管理及び執行の状況について点検

及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するととも

に、公表しなければならない。 

２ 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を

有する者の知見の活用を図るものとする。 
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４ 教育委員会事務局による内部点検・評価 

①達成度評価について 

  草津市教育振興基本計画（第３期）において９つの基本項目ごとに、成果指標の目標達

成度（下記②）や関連する事業の成果達成度（下記③）などを鑑み、教育委員会事務局で

評価を行いました。 

 

 

②成果指標の目標達成度について 

  ９つの基本項目ごとに設定されている成果指標（全１８項目）のうち、目標値を達成で

きたのは７項目で全体の３８．９％となり、前年度の３３．３％から増加しました。 

 

●目標達成度の状況 

 

 

③主要事業一覧について 

  ９つの基本項目ごとに関連する主要事業の成果達成度を評価しました。評価は下記のと

おり３段階で行っています。 

（◎：期待を超える成果であった、〇：期待どおりの成果であった 

△：期待未満の成果であった） 

なお、全ての主要事業について「〇：期待どおりの成果であった」と評価しています。 

 

 ●主要事業に対する成果達成度（自己評価）の状況 

 

 

 

 

 

 

 

目標達成度 項目数（Ｒ６） 割合（Ｒ６） 

１００%以上 ７ ３８．９％ 

７５%以上 １００%未満 ８ ４４．４％ 

５０%以上 ７５%未満 １ ５．６％ 

５０%未満 ０ ０％ 

その他等（代替指標のため目標値なし） 

（休館のため入館者数比較できず） 
２ １１．１％ 

計 １８  

事業に対する達成度 

（自己評価） 
主要事業数 割合 

「◎」期待を超える成果であった ０ ０% 

「〇」期待どおりの成果であった ５７ １００% 

「△」期待未満の成果であった ０ ０% 

計 ５７  
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【成果指標において目標達成度が５０％以上７５％未満の項目】 

・基本項目２ 確かな学力の育成  

 成果指標  学校の授業以外で平日1日あたり1時間以上読書をする児童生徒の割合（％） 

 達成度   ５２．６％ 

【目標】小学６年生２１．０％ 【実績値】小学６年生１６．０％ 

           中学３年生１２．４％      中学３年生 ３．６％           

  原因    スマートフォンやインターネットの普及により、SNSや動画視聴の時間が

増加する一方で、読書量が減少する傾向が全国的に見られる。 

全国学力・学習状況調査の児童・生徒質問紙の「普段、１日あたり２時間以

上、携帯電話やスマートフォンで SNSや動画視聴などをしている。」に「当

てはまる」「どちらかといえば当てはまる」と答えた児童生徒の割合は次の

通りである。  

 

※令和５年度は質問項目がないため令和４年度と令和６年度で比較 

本市の中学３年生は、SNSや動画視聴を１日２時間以上する割合が前回調

査時（令和４年度）より５．２ポイント増加している。このことが、目標

値を大きく下回った原因であると考える。 

対策     令和７年度に策定された「草津市読書のまち推進計画」に基づき、小中学

校において本への興味関心を高め、新たな本との出合いを作るとともに、

本を活用した教育活動を進めることで、読書習慣の定着へとつなげる。ま

た、学校図書館においては、季節の行事・学校内容等に関連した本を集め

たコーナー設置などを行うとともに、特に中学校においては、令和８年度

から学校司書の配置を現行の週 1日から週２日に増やし、授業支援や読書

イベントを充実させることで、こどもが本に触れる機会を定期的・継続的

に確保していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年度 令和６年度 令和４年度 令和６年度

全国 32.5 33.8 52.0 55.9

草津市 33.6 32.1 53.6 58.8

小学６年生 中学３年生
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５ 草津市教育委員会事務外部評価委員会 

点検・評価の客観性・透明性を確保するため、教育に関し学識経験を有する方など外部の

方々の意見、助言をいただきました。 

 

 ①草津市教育委員会事務外部評価委員会委員（敬称略） 

 渡邊 暁彦 （滋賀大学教授） 

 藤野 利也 （元公立小学校長） 

 吉竹 さとみ（公募市民） 

 

 

 ②開催日時 

   令和７年９月２６日（金） １３時３０分から 

 

 

 ③主な意見・評価 

    総 評  

    ・たくさんの方々が、こどもを始め様々な方々のために、多くの事業に取り組まれて

いることを高く評価している。引き続き、様々な事業に取り組んでいただきたい。 

・第 4 期教育振興基本計画の策定も終わり、現在は、それに基づき事業を進められ

ていると聞いている。成果指標に一喜一憂する必要はないが、計画期間の途中で成

果指標が変わる時には、本当に合致している内容なのかどうかを再度検討、確認い

ただきたい。 

・市で取り組んでおられる様々な事業は、一つひとつがこどもの豊かな学びにつなが

るものであり、多くの市民の方々にも知っていただきたい。多くの皆様の共通理解

をふまえながら、あるべき教育の姿や問題解決に向けて議論を行っていただきたい。

また、外部評価については、毎年同じ手法を踏襲するのではなく、今年は、昨年の

委員の指摘が反映されたところが見受けられた。外部評価の結果を次年度の取組に

活かしていただけて喜んでいる。今後も引き続き、より良い事業活動に向けて取組

をお願いしたい。 
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Ⅱ 草津市教育振興基本計画（第３期）の基本理念と施策の基本方向 

（草津市教育振興基本計画（第３期）より抜粋） 

１ 基本理念 

本市では、平成２２（２０１０）年３月に「子どもが輝く教育のまち・出会いと学びの

まち・くさつ」を教育の基本理念と定めました。 

この間、社会情勢の大きな変化に伴い、解決すべき課題が複雑化・多様化する中、施策

の見直し・改善を続け、時代の先を行く教育の取組を進めてきました。 

今後も、常に将来に目を向け、柔軟な発想と改革意識を持って取り組んでいく必要があ

りますが、本市教育が目指すべき姿と基本的な考え方は第３期においても変わるものでは

ないと考え、基本理念は第１期、第２期を継承します。 

 

基本理念 

 

 

 

 

 

一人の人間として子どもに真摯に向き合うと、子どもの中に限りない可能性があること

を信じる心が生まれます。その時、子どもの可能性を最大限に伸ばせるよう全力を尽くす

ことは、すべての大人の責務であるという思いにかられます。子どもたちが、伸び伸びと

自分らしく成長し、その力を人のため社会のために思う存分に発揮する姿を思い描くと、

本市の将来が輝いて見えてきます。未来に生きる子どもたちがはつらつとたくましく成長

する姿は、家庭に幸福を与え、地域社会に希望をもたらします。 

本市は、全国的に人口が減少する中においても人口増加を続けており、未来に向けて常

に新しい変化を続けるまちです。どういう未来がやってくるかは、未来のために何をする

か、そして子どもたちがどう育っていくかによって決まるといっても過言ではありません。

教育に力を注ぐことは未来を創ることであり、「子どもが輝く教育のまち」を実現するこ

とは本市の重要な指標です。 

 

また、本市は、古来から街道文化のまちとして栄え、人と人が出会う宿場町として発展

してきました。近年においても、常に新しい転入者があり、多様な人々がともに暮らすま

ちとして新しい発展を続けています。本市はこうした草津の個性を生かしたまちづくりを

進めていますが、教育振興においても、「出会い」と「多様性」を大切にすることが重要

と考えます。 

 

 

子どもが輝く教育のまち・出会いと学びのまち・くさつ 
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「出会い」は人との出会いだけでなく、心をゆさぶる読書体験や芸術体験、異文化に接

した驚きと感動、自然や生き物に接することによって知る命の尊さ、地域の歴史を知るこ

とを通じた郷土への愛着心等、学びは出会いから始まるといっても過言ではありません。

本市は、多様な人やものとの出会いを通して、豊かな学びを広げ、誰もが生きがいを感じ

られる「出会いと学びのまち」の実現を目指します。 

本市の第５次総合計画では、「出会いが織りなすふるさと “元気”と“うるおい”の

あるまち 草津」を構想しています。本計画も、すべての子どもが輝き、誰もが豊かな「出

会いと学び」を広げられる「教育のまち」づくりを通して、この構想の実現化を目指すも

のです。 

この目標の実現に向けて、①教育委員会が中心となって、本市の教育を創造し、②開か

れた行動する教育委員会として、保護者や地域住民の意向を十分把握しながら、積極的な

教育改革を進め、③学校の教員と行政の職員が協働し、草津から教育を変えようという意

識をもって、斬新な教育施策を実行していきます。 

これらの決意のもと、学校、家庭、地域、行政の連帯を深めた取り組みにより、市民の

誰もが誇りに思える「子どもが輝く教育のまち・出会いと学びのまち・くさつ」の実現を

目指します。 
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２ 施策の基本方向 

施策の基本方向は、基本理念の具現化にあたっての進むべき方向性と考え方を示してい

ます。 

第３期計画では、「１．子どもの生きる力を育む」「２．学校の教育力を高める」「３．

社会全体で学びを進める」「４．歴史と文化を守り育てる」の４つを掲げ、この基本方向

に対して９つの基本項目を設定しました。 

さらに基本項目ごとに、３４の基本施策を定め、これらを体系的に取り組んでいきます。 

 

基本方向１．子どもの生きる力を育む 

施策の基本方向の第一は、「子どもの生きる力を育む」です。 

子どもが、変化が激しいこれからの社会を生きていくためには、自分も他人も大切にす

る心を育成するとともに、長い人生をたくましく生き抜くための健康な体づくりの基礎を

築いていくことや、確かな学力を身に付けることが必要です。また、子どもたち一人ひと

りが、生まれ育った環境に左右されることなく、夢や希望を持って自らの人生を切り拓く

ことのできる生きる力を育むことを教育の基本と捉え、施策の基本方向の第一とします。 

 

 

１．豊かな心と健やかな体の育成 

人格形成の基礎が培われるといわれる乳幼児期からの育ちや学びが、その後の教育へと

円滑につながるよう、子どもの発達段階や個々の状況に応じて、学校、家庭、地域、行政

が互いに連携・協力した取組を実施し、豊かな情操や自己肯定感、規範意識、社会性など

を身につけ、多様な人とつながることのできる豊かな心を育むとともに、生涯にわたって

たくましく生きるための健やかな体の育成を目指します。 

 

 

２．確かな学力の育成 

自ら学び、考え、行動する力を身に付け、多様で変化の激しい社会を生き抜く確かな学

力の育成を目指し、草津市独自の学力向上策に取り組みます。また、学校では、各校の学

力向上策を踏まえた取組に加え、ＩＣＴ機器の効果的活用や検定事業、英語教育や読書活

動等を推進し、子どもが主体となって、周囲と協働し学びを深める取組を推進します。ま

た、家庭学習習慣の定着や学び方を身に付けるための支援等を通して、新しい時代を生き

ていくために必要となる基礎的・基本的な知識・技能の定着を図ります。 
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基本方向２．学校の教育力を高める 

施策の基本方向の第二は、「学校の教育力を高める」です。 

学校は、学齢期のすべての子どもの教育を担っています。子どもが安心して学校生活を

過ごすための教育環境と指導・支援体制の充実を図ることは、子どもの生きる力を育成す

ることにつながります。また、地域や家庭から信頼される学校づくりを進め、地域・家庭

との連携を強化することは、社会全体での教育の推進にもつながります。本市の教育施策

を推し進めるうえで非常に重要となる学校の教育力の向上に今後も一層努めていきます。 

 

 

３．教職員の指導力の向上 

教職員の研修プログラムや研究活動の充実に取り組み、よりよい授業が行えるよう教職

員の指導力の向上を目指します。また、そのために必要となる時間の確保と有効な活用が

できるよう、教職員の健康管理や働き方改革に取り組み、職場環境の改善も目指していき

ます。 

 

 

４．学校経営の充実 

特色ある教育課程の実施や、地域の活力を生かした取組を推進することで、学校経営の

充実を目指します。また、様々な教育課題に対応していくために、教職員の指導体制や学

校を支援する体制の充実を図ります。 

 

 

５．教育環境の充実 

安全・安心な学校環境を確保するため、老朽校舎の改修や非構造部材の耐震化等の施設

整備を進めるとともに、学習教材等の充実を進めることで、教育力向上につながる環境整

備の充実を目指します。 
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基本方向３．社会全体で学びを進める 

施策の基本方向の第三は、「社会全体で学びを進める」です。 

家庭環境の多様化やコミュニティが希薄化する中、子どもが豊かな社会性を身に付ける

ために、また、子どもと大人が共に学んでいくためにも、家庭や地域での教育力の向上が

求められています。また、人生１００年時代においてすべての人が豊かに生きていくため

に、地域での学習やスポーツ活動を通して、生涯にわたって学び、活躍し続けられるまち

を目指します。 

 

 

６．家庭・地域での学びの充実 

子どもを育てる基礎となる家庭での教育について、保護者に対する情報提供や学習機会

を充実させるなどの取組を進めます。また、地域協働合校の推進などにより、地域の大人

が子どもの学びを支えるとともに、大人にとってもやりがいのある交流の機会となるよう

にします。 

 

 

７．生涯学習・スポーツの充実 

誰もが、生涯にわたって、いつでも、どこでも学び、子どもの教育や地域の活動におい

て、成果を生かすことができるような生涯学習機会の充実を図ります。また、スポーツを

身近に感じ、楽しめるよう生涯スポーツや競技スポーツに関する取組の充実を目指すとと

もに、※令和７（２０２５）年開催予定の第７９回国民スポーツ大会および第２４回全国

障害者スポーツ大会に向けた取組を推進します。 

 

  ※計画時から変更 令和６（２０２４）年開催予定→令和７（２０２５）年開催予定 
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基本方向４．歴史と文化を守り育てる 

施策の基本方向の第四は、「歴史と文化を守り育てる」です。 

本市の歴史は古く、数多くの貴重な文化財を含む歴史文化が現在に受け継がれています。

地域に息づく歴史文化の価値や魅力をより広く、わかりやすく伝え、地域の暮らしと一体

的な資産として保存・活用するとともに、誰もが文化・芸術活動に親しむことで、感性や

創造性を育み、豊かに暮らしていくことができるまちを目指します。 

 

 

８．文化・芸術の振興 

文化・芸術活動の支援と各種事業の充実や、担い手の育成支援を通して、誰もが文化に

触れることができる機会の充実を目指します。また、文化の力によって都市の魅力を高め

ることを目指します。 

 

 

９．文化財の保存と活用 

本市の歴史文化の特徴を後世に守り伝えるため、適切な保存を図るとともに、市民が地

域の歴史に触れる機会づくりに努め、地域主体による保存・活用の機運の向上や歴史文化

を活用した草津らしいまちづくりを目指します。 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 



- 12 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 第３期教育振興基本計画施策体系図 
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Ⅲ 教育委員会事務の点検・評価（評価対象：令和６年度） 

 

〇評価シートの見方について

■成果指標の目標と実績

■達成度評価

■施策に含まれる主要事業一覧

番号 主要事業

■施策に含まれるその他の事業一覧

小学校教育教材整備事業　【施策１９】 教育総務課

中学校教育教材整備事業　【施策１９】 教育総務課

中学校大規模改造事業
【施策１８】

校務情報化推進事業
【施策１９】

中学校管理運営事業　【施策１８】 教育総務課

2 教育総務課 ○
玉川中学校において、計画どおりトイレの改修を実施
することができたため。

3 学校政策推進課 ○

校務用コンピュータの維持管理を行い、校務支援シス
テムの運用および学校・保護者・地域間の情報共有ア
プリ、学校ホームページへのCMSの活用により、校務
の効率化を図ることができたため。

中学校施設維持管理事業　【施策１８】 教育総務課

中学校校舎等整備事業　【施策１８】 教育総務課

事務事業 担当課

小学校管理運営事業　【施策１８】 教育総務課

小学校施設維持管理事業　【施策１８】 教育総務課

松原中学校において、計画どおり非構造部材の耐震化工事を実施し、学校施設の耐震性の向上を図ることができた。
※非構造部材の耐震化については、学校負担を最低限にするため、１校あたり２か年をかけて改修している。
また、市内の全小中学校の体育館に空調設備を整備し、児童生徒の熱中症対策と防災機能の強化を図ることができた。

担当課 成果達成度 達成度評価理由

1 教育総務課 ○
笠縫小学校において、計画どおり長寿命化改良工事
に係る耐力度調査を実施することができたため。

小学校大規模改造事業
【施策１８】

85.0 90.0

実績値 55.0 65.0 65.0 65.0 70.0 70.0 75.0

目標値 ― ― 70.0 75.0 80.0

成果指標① 非構造部材の耐震化工事実施校の割合（％）

H30 R1 R2 R3 R４ R5 R6

基本方向 ２．学校の教育力を高める

基本項目 ５．教育環境の充実

概　　要
安全・安心な学校環境を確保するため、老朽校舎の改修や非構造部材の耐震化等の施設整備を進める
とともに、学習教材等の充実を進めることで、教育力向上につながる環境整備の充実をめざします。

教育振興基本計画における概要を記載します。

（基本項目（全９項目）ごと）

基本項目ごとに紐づいた成果指標の目標値と

実績値を記載します。

成果指標や各施策の達成度（下記）などから、教育委員会

事務局にて達成度評価（内部評価）を行っています。

教育委員会事務局にて主要と考える事業を抽出し、達成度評価を行いました。

成果達成度：◎…期待を超える成果があった

〇…期待どおりの成果があった

△…期待未満の成果であった

※主要事業欄に記載されている数字【施策●】は教育振興基本計画における施策

番号です（全３４施策）

基本項目に関連する主要事業以外の事業の一覧です。



- 14 - 

 

基本方向１「子どもの生きる力を育む」 

 

 

 

 

■成果指標の目標と実績

目標値（小５男）

実績値（小５男）

目標値（小５女）

実績値（小５女）

目標値（中２男）

実績値（中２男）

目標値（中２女）

実績値（中２女）

■達成度評価

こどもサミットや特別活動での意見表明の機会の確保・話し合いの充実や、「スクールESDくさつ」での地域課題の解決に関わ
る他者と協働した体験的な学びの実践により、自己肯定感や主体性を高めることができた。
また、小学校でスポーツに親しむ機会が充実し、アスリートとの関わりを通じて運動やスポーツの体験ができた。また、部活動
指導員と部活動支援員の配置により、部活動指導の充実を図ることができた。

47.5

43.6 48.5 44.5 42.7 42.4 34.0 38.0

― ― 44.9 45.5 46.2 46.8

63.5

61.7 66.6 66.1 58.8 61.2 59.7 58.8

― ― 62.3 62.6 62.9 63.2

55.5

51.6 52.7 47.2 49.0 51.3 49.6 49.6

― ― 52.9 53.5 54.2 54.8

74.5

75.2 69.3 70.5 68.3 65.8 73.3 74.0

― ― 72.5 73.0 73.5 74.0

成果指標②
「運動やスポーツをすることは好き」と答えた児童生徒の割合（％）

【全国体力・運動能力、運動習慣等調査（対象：小学５年生、中学２年生）】

H30 R1 R2 R3 R４ R5 R6

75.0 75.5

実績値（中３） 75.6 71.8 76.1 75.0 74.5 74.7 78.8

目標値（中３） ― ― 73.5 74.0 74.5

85.0 85.5

実績値（小６） 86.5 80.3 78.5 79.6 81.1 82.8 83.8

目標値（小６） ― ― 83.5 84.0 84.5

基本方向 １．子どもの生きる力を育む

基本項目 １．豊かな心と健やかな体の育成

概　　要

人格形成の基礎が培われるといわれる乳幼児期からの育ちや学びが、その後の教育へと円滑につなが
るよう、子どもの発達段階や個々の状況に応じて、学校、家庭、地域、行政が互いに連携・協力した取組
を実施し、豊かな情操や自己肯定感、規範意識、社会性などを身につけ、多様な人とつながることのでき
る豊かな心を育むとともに、生涯にわたってたくましく生きるための健やかな体の育成をめざします。

成果指標①
「自分によいところがあると思う」と答えた児童生徒の割合（％）
【全国学力・学習状況調査（対象：小学６年生、中学３年生）】

H30 R1 R2 R3 R４ R5 R6
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■施策に含まれる主要事業一覧

番号

10

11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

幼稚園・認定こども園ステッ
プアップ推進事業
【施策２】

幼児課 ○
地域の特色や人材を活かして認定こども園の教育・保
育内容の充実や地域との連携強化を図ることができた
ため。

就学前教育サポート事業
【施策２】

幼児課 ○
保育カウンセラーと保育者が応答的なやりとりの中で、
こどもや保護者への支援について多面的な角度から
検討し、保育の質の向上を図ることができたため。

主要事業 担当課 成果達成度 達成度評価理由

施設等利用給付事業
【施策１】

幼児課 ○
認可外保育施設等の無償化対象者への給付を円滑
に行い、子育て世帯の経済的負担の軽減を図ることが
できたため。

生徒指導推進事業
【施策４】

児童生徒支援課 ○

「草津市いじめ問題対策連絡協議会」を開催し、いじめ
の早期発見へのアドバイスや教育委員会としての体制
づくりについて助言を受け、関係機関との連携を図るこ
とにより、児童生徒対応や保護者対応を迅速に進める
ことができたため。

中学校体育推進事業
【施策５】

学校教育課 ○
部活動指導員や、部活動支援員の配置により、部活
動における専門的な指導が充実し、継続してスポーツ
に取り組むこどもの育成を図ることができたため。

認定こども園管理運営事業
【施策２】

幼児施設課 ○
公立幼稚園型認定こども園の運営や維持管理を適切
に行うことにより、良質な教育・保育環境を提供するこ
とができたため。

人権・同和教育研究大会開
催事業
【施策３】

児童生徒支援課 ○

「草津市人権・同和教育研究大会」を開催（本会場、サ
テライト会場含む）したことで、多くの市民が人権・同和
問題について考え、全体会・分科会において意見を交
流する機会を持つことができたため。

インクルーシブサポーター配
置事業
【施策７】

児童生徒支援課 ○
障害の程度にかかわらず地域で学ぶための人員を配
置することにより、インクルーシブ教育を推進すること
ができたため。

医療的ケア支援員配置事業
【施策７】

児童生徒支援課 ○
日常的にたんの吸引や経管栄養等の医療的ケアが必
要な児童に対し、きめ細かい支援を行うことができたた
め。

小学校体育推進事業
【施策５】

学校教育課 ○

なわとびチャレンジを実施したことで、こどもたちのス
ポーツに親しむ機会が充実した。また、レッツエンジョイ
スポーツによって、スポーツを知る、見る、することの体
験を通して、進んで運動しようとするこどもの育成を図
ることができたため。

体験実践活動推進事業
【施策６】

学校政策推進課 ○

「中学生チャレンジウィーク事業」において、草津市商
工会議所とも連携し、生徒が幅広い業種から選択した
職場体験等を通して、働くことの大切さと、自分の将来
の生き方について考える機会をもつことができたため。
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■施策に含まれるその他の事業一覧

中学校給食材料購入事業　【施策５】 第二学校給食センター

中学校給食管理運営事業　【施策５】 第二学校給食センター

児童就学援助事業　【施策１】 学校教育課

事務事業 担当課

小学校給食材料購入事業　【施策５】 学校給食センター

小学校給食管理運営事業　【施策５】 学校給食センター

学校保健推進事務事業　【施策５】 学校教育課

校医等配置事業　【施策５】 学校教育課

児童・生徒等健康診断事業　【施策５】 学校教育課

生徒就学援助事業　【施策１】 学校教育課

学校保健推進養護教諭配置事業　【施策５】 学校教育課

学校環境衛生管理事業　【施策５】 学校教育課

小学校特別支援教育就学奨励事業　【施策１、７】 学校教育課

体験実践活動推進事業　【施策６】 学校教育課

中学校特別支援教育就学奨励事業　【施策１、７】 学校教育課

中学校文化部活動推進事業　【施策６】 学校教育課

科学発表展覧会開催事業　【施策６】 学校教育課

就学時健康診断事業　【施策５】 学校教育課

同和教育指導推進事業　【施策３】 児童生徒支援課

フリースクール利用支援事業　【施策４】 児童生徒支援課

教育支援委員会運営事務　【施策７】 児童生徒支援課

高校生等人権教育活動事業　【施策３】 児童生徒支援課

自主活動学級開設事業　【施策３】 児童生徒支援課

人権教育推進事業　【施策３】 児童生徒支援課

預かり保育事業　【施策１】 幼児課

幼稚園・認定こども園指導研修事業　【施策２】 幼児課

幼稚園・認定こども園保健推進事業　【施策２】 幼児課

ことばの教室運営事業　【施策７】 児童生徒支援課

特別支援教育運営事業　【施策７】 児童生徒支援課

青少年美術展覧会開催事業　【施策６】 学校政策推進課

認定こども園運営支援事業　【施策２】 幼児施設課

私立幼稚園運営推進事業　【施策２】 幼児課

民間認定こども園運営事業　【施策２】 幼児課

認定こども園管理運営事業　【施策２】 幼児課
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■外部評価委員会での主な意見

・「自分によいところがあると思う」と答えた児童生徒の割合が増加傾向にある。担任や周りの先生方、こども同士の関わりの
中でそう思える環境ができてきていると思うし、結果を分析もされているので、さらに増加するような取組を今後も進めてほし
い。
・「運動やスポーツをすることが好き」と答えた児童生徒の割合が小学5年生から中学2年生になると大きく減少している。この
落ち込みを少しでも少なくできるような方策や取組を進めてほしい。
・「スクールESDくさつ」の取組については、こどもが身近な地域や他者と繋がる貴重な機会であり、そうした取組を通して、自
己肯定感にもつながると思うので、引き続き積極的に取り組んでほしい。
・「草津市いじめ問題対策連絡協議会」の開催やいじめ問題での様々な対策はありがたいと思う。一方で、現場の先生方が多
忙で、こどもへの対応が行き届かないところがあるので、ボランティアや教員等の人の配置を検討いただけるとありがたい。
・部活動指導員や支援員については、指導や支援する立場の方自身も自己有用感が高まると思う。もっと増やしていけるよう
に取り組んでほしい。
・部活動指動員や支援員に対しては、学校教育における部活動の意義も含めて、活動に御理解いただけるよう周知徹底をし
ていただきたい。
・「中学生のチャレンジウィーク事業」で、様々な職場を体験できることは生徒にとって貴重な機会だと思うので、継続的に展開
してほしい。
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■達成度評価

児童生徒が「知識・技能」や「学ぶ意欲」、「自ら課題を見つけ、主体的に学び、判断し、行動し、問題を解決する力」などを身に
つけられるよう、ICTを効果的に活用しながら、「主体的・対話的で深い学び」の実現を目指し、研究指定校2校（小学校1校・中
学校1校）を中心とした授業改善の取組内容を他校とも共有することで、実践の広がりを図った。1人1台端末の日常的な活用
と、感染症による制限のない環境での授業実践の蓄積で、協働的な学びへの取組の定着が図られ、評価が上がったものと考
える。また、平日の読書時間については実績値が低下しているものの、成果指標の変更により数値のみでの比較が難しく、事
業の成果としては、全小中学校への学校司書の配置、学校図書館の環境整備等を行い、学校図書館の活性化や児童生徒の
読書活動を推進することができた。

■施策に含まれる主要事業一覧

番号

1

2

3

4

5

学校教育課 ○

全小中学校に学校司書を配置し、学校図書館の環境
整備や図書資料を活用した授業の支援等を行い、学
校図書館の活性化や児童生徒の読書活動を推進する
ことができたため。

主要事業 担当課 成果達成度 達成度評価理由

児童生徒支援課

学校ＩＣＴ推進事業
【施策８】

学校政策推進課 ○

ICTスキルアップアドバイザーと連携し、ICT支援員によ
る学校訪問や研修会を実施し、教職員がICTの活用方
法について理解を深める機会を設けることで、ICTを取
り入れた授業の工夫が進み、児童生徒の主体的・対
話的で深い学びの充実を図る取組が継続的に行われ
たため。

子ども読書活動推進事業
【施策９】

子ども読書活動推進事業
【施策９】

生涯学習課 ○

乳幼児健診時に、家庭読書の啓発チラシの配布や絵
本展示を実施し、家庭での読書活動の啓発に努めるこ
とができた。また、アートフェスタくさつにおいて「絵本の
ひろば」ブース設置や「えほんクイズラリー」を実施する
など、こどもの読書活動の啓発および推進を図ること
ができたため。

市内全小中学校におけるALTの巡回指導や英語少人
数コミュニケーション活動の実施、、市内4小学校への
JTE派遣により、英語教育の充実を図ることができたた
め。

小１学びの基礎育成事業
【施策１０】

○

小学校14校において多層指導モデル（MIM）による「読
み」の指導を行い、児童の読みの力を分析・把握し、指
導とアセスメントを繰り返すことで、読みの力を高める
ことができたため。

英語教育推進事業
【施策１１】

学校政策推進課 ○

■施策に含まれるその他の事業一覧

スクールＥＳＤくさつ推進事業　【施策１０】 学校教育課

学びの教室開催事業　【施策１０】 児童生徒支援課

学力向上重点事業　【施策１１】 学校政策推進課

事務事業 担当課

教育委員会運営事業 教育総務課

教育委員会事務局運営事業 教育総務課

学校教育支援教員配置事業　【施策１０】 学校教育課

授業充実加配教員配置事業　【施策１０】 学校教育課
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■外部評価委員会での主な意見

・「学級の友達との間で話し合う活動を通じて、自分の考え方を深めたり、広げたりすることができている」と答えた児童生徒の
割合が大きく伸びている。こども同士の話し合いや自分の考えを深め、表現して友達に伝えて広げていく授業形態が身につい
てきている成果だと思うので、この取組を継続してほしい。
・読書活動については、小学生は本を読んでいる子がたくさんいるが、中学生はなかなか時間がとれていないように感じてい
る。読書の時間を創っていただいていることはありがたい。
・学校司書の勤務日数を増やしたり、読書ポイントカード事業を展開したりしているが、「読書が好き」という児童生徒が増加す
るような方策に、引き続き取り組んでほしい。また、読書時間が、10分でも確保できるように、学校の中や家庭での啓発等に取
り組んでほしい。
・午前5時間制が導入されるが、引き続き児童生徒が朝の時間などに本に接する機会を広く提供いただきたい。
・「学校ICT推進事業」については、担任の先生とICTの先生に連携をもっととっていただき、より楽しく、よりよい授業になるよう
に取り組んでいただきたい。
・ICTの効果的な活用に関わって、授業改善のためのプラットフォームでの情報共有等は、教員相互に学び合える有意義な取
組だと思うので、広げていってほしい。
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基本方向２「学校の教育力を高める」 
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■施策に含まれる主要事業一覧

番号

1

2

3

4

教職員研修事業
【施策１２、１３】

スキルアップアドバイザー配
置事業
【施策１２、１３】

成果達成度 達成度評価理由主要事業 担当課

講座開設事業
【施策１２、１３】

教育研究所 ○
生徒指導や人権教育、ESD、特別支援教育等、授業実
践や生徒指導力向上とともに、資質向上につながる研
修ができたため。

学校教育課 ○
学力向上マネジメント会議や経験年数に応じた研修
会、各教科等部会での授業研究会、講演会等を行い、
教職員の実践力を高められたため。

教育研究所 ○
臨時講師等、経験年数の浅い教員や他市からの転入
等の教員に対して指導力向上やICT活用力向上に向
けた支援ができたため。

スクール・サポート・スタッフ
配置事業
【施策１４】

学校教育課 ○

市内全小中学校に1名以上のスクール・サポート・ス
タッフを配置し、採点業務や児童生徒の学習支援等を
行うことで、教員の負担を軽減し、学校の働き方改革
の推進の一助となったため。

■施策に含まれるその他の事業一覧

■外部評価委員会での主な意見

教育研究所運営事務　【施策１２、１３】 教育研究所

事務事業 担当課

教育調査研究事業　【施策１２】 教育研究所

教育研究所指導員配置事業　【施策１２、１３】 教育研究所

■外部評価委員会での主な意見

・教員の長時間労働が問題となっているが、時間的余裕を持ちながら、教材研究を行ったりすることは大切である。校長先生
をはじめ、経験豊かな先生方が、経験の浅い若手の先生方へのアドバイスや声掛け等を行い、適度なワーク・ライフ・バランス
を維持していただきたい。
・教員の研修については、引き続き多様な講座の開設を行っていただくとともに、教員による自主的な研修の機会を提供いた
だきたい。
・学校現場では、教職員の長時間勤務が続いているが、教職員それぞれが、やりたいと思った研修ができるように、また、働き
方改革において、午前5時間制も含めて、実際に進めていく中でよいところと改善していった方がよいところを上手く整理して、
少しでも教職員が自己研修に取り組める時間の確保に努めていただきたい。
・「講座開設事業」では、参加者の満足度が高く、先生方のニーズを把握しながら開設されていることを評価したい。
・「スキルアップアドバイザー配置事業」は、経験が浅かったり、他市から異動してこられた教員を対象に、草津市の教育の特
徴をお伝えするために取り組んでおられ、素晴らしいことだと思うので、引き続き取り組んでいただきたい。
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■施策に含まれる主要事業一覧

番号

1

2

3

4

5

6

7

学校問題サポートチーム運
営事業
【施策１６】

教育研究所 ○
月2回の定例会議による弁護士の指導助言と社会福
祉士によるモニタリングにより、学校が抱える課題につ
いて支援の充実が図れたため。

スクールESDくさつ推進事業
【施策１５】

学校教育課 ○

令和６年度から市内全小中学校で取り組んだスクール
ESDの実践により、こども達が他者と協働しながら、主
体的に地域課題の解決に向けた行動・発信を行うこと
ができた。また、市制施行７０周年記念事業として、市
内の全小中学生をオンラインで繋ぎ、各校の実践を共
有することでさらに取組を広げることができたため。

○

市内全小中学校に1名以上のスクール・サポート・ス
タッフを配置し、採点業務や児童生徒の学習支援等を
行うことで、教員の負担を軽減し、学校の働き方改革
の推進の一助となったため。

市内小中学校（小学校では第１学年全学級）に教室ア
シスタントを配置し、児童生徒へのきめ細やかな支援
を行うことで、円滑な学校適応支援を行うことができた
ため。

学校問題相談支援事業
【施策１７】

学校不適応や不登校等の児童生徒が抱える課題に対
応できるよう、スクールソーシャルワーカーの派遣を行
い、様々な学校問題の解決と円滑な学校運営を行うこ
とができたため。

スクール・サポート・スタッフ
配置事業（再掲）
【施策１６】

学校教育課

主要事業 担当課 成果達成度 達成度評価理由

コミュニティ・スクールくさつ推
進事業
【施策１５】

学校政策推進課 ○

全小中学校にコミュニティ・スクールを導入し、学校・保
護者・地域が継続的に関わる協働体制の構築に取り
組んできたことにより、組織的な連携が図られ、協議に
おいて熟議を重ねる意識が高まってきた。また、スクー
ルESDくさつの推進に向けて、地域との連携を意識し
た取組が各校で進められたため。

教室アシスタント配置事業
【施策１６】

児童生徒支援課

中学校生徒指導主事活動推
進事業
【施策１７】

児童生徒支援課 ○

児童生徒の問題行動等の未然防止および早期発見・
早期解消に向け、学校を中心とした取組を充実させる
とともに、関係機関等との連携や啓発活動を行うことが
できたため。

○

児童生徒支援課 ○

■施策に含まれるその他の事業一覧

事務事業 担当課

学事管理事務　【施策１６】 学校教育課

学校運営支援事業　【施策１６】 学校教育課

外国人児童生徒教育支援事業　【施策１７】 児童生徒支援課

学校支援対策充実事業　【施策１６】 児童生徒支援課

学校基本調査事務　【施策１６】 学校教育課

通学区域管理事務　【施策１６】 学校教育課

学生ボランティア派遣事業　【施策１６】 学校教育課

やまびこ教育相談室運営事業　【施策１７】 教育研究所

学校運営支援事業　【施策１６】 教育研究所

児童通学支援事業　【施策１７】 児童生徒支援課

学校運営支援事業　【施策１６】 学校政策推進課

児童生徒支援事務　【施策１７】 児童生徒支援課
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■外部評価委員会での主な意見

・学校不適応や不登校などの教育課題に、中学校だけではなく、小学校でも学校組織として対応していかないといけないとい
う意識ができてきた。生徒指導主事を中心に、弁護士をはじめ、様々な立場の方々に協力いただき、収束できるよう引き続き
対応いただくとともに、よりよい対応の仕方があれば、アピールしていただきたい。
・不登校に関しても、大変だとは思うが、様々な課題の解決のため、引き続き取り組んでほしい。
・「スクール・サポート・スタッフ」や「教室アシスタント」の配置をより一層推進いただくとともに、こどもや教職員等に対して理解
のある適切な人員確保に努めてほしい。
・「学校問題サポートチーム運営事業」で、事例集をまとめることは各学校において参考になると思うので、ぜひ続けてほしい。
また、今年度より、新たに学校問題解決支援コーディネーターを配置されると聞いているが、引き続き教職員の負担軽減ととも
に学校経営の充実を進めていただきたい。
・教員は授業を進めていかないといけないが、問題行動の未然防止、早期発見・早期解消に向け、引き続き取り組んでほし
い。
・外国人児童生徒への教育支援は、本人が、少しでも安心して学校にいられ、自分のことが伝えられる、あるいは友達が何を
言っているのかを理解できる環境設定をお願いしたい。
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■施策に含まれる主要事業一覧

番号

校務情報化推進事業
【施策１９】

学校政策推進課 ○

校務用コンピュータの維持管理を行い、校務支援シス
テムの運用および学校・保護者・地域間の情報共有ア
プリ、学校ホームページへのCMSの活用により、校務
の効率化を図ることができたため。

小学校大規模改造事業
【施策１８】

教育総務課 ○
笠縫小学校において、計画どおり長寿命化改良工事
に係る耐力度調査を実施することができたため。

中学校大規模改造事業
【施策１８】

教育総務課 ○
玉川中学校において、計画どおりトイレの改修を実施
することができたため。

1

2

3

主要事業 担当課 成果達成度 達成度評価理由

■施策に含まれるその他の事業一覧

中学校教育教材整備事業　【施策１９】 教育総務課

事務事業 担当課

小学校管理運営事業　【施策１８】 教育総務課

小学校教育教材整備事業　【施策１９】 教育総務課

中学校施設維持管理事業　【施策１８】 教育総務課

小学校施設維持管理事業　【施策１８】 教育総務課

中学校管理運営事業　【施策１８】 教育総務課

中学校校舎等整備事業　【施策１８】 教育総務課
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■外部評価委員会での主な意見

・学校行事や部活動、スポ少などでも活用でき、熱中症対策にもなる市内の全小中学校の体育館への空調整備は評価した
い。
・児童生徒が学校で安全に安心して学ぶため、引き続き必要な学校施設の整備に計画的かつ継続的に取り組んでいただきた
い。
・定期的な施設点検の実施や、各学校に対して実施体制や点検マニュアルの見直しなど、適切に御指導いただきたい。可能
であればマニュアルの見直しに児童生徒が関わってみてもよいと思う。
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基本方向３「社会全体で学びを進める」 

 

 

 

 

 

■成果指標の目標と実績

■達成度評価

基本方向 ３．社会全体で学びを進める

基本項目 ６．家庭・地域での学びの充実

概　　要
子どもを育てる基礎となる家庭での教育について、保護者に対する情報提供や学習機会を充実させるな
どの取組を進めます。また、地域協働合校の推進などにより、地域の大人が子どもの学びを支えるととも
に、大人にとってもやりがいのある交流の機会となるようにします。

成果指標①
地域協働合校の推進に満足している市民の割合（％）
【草津市のまちづくりについての市民意識調査】

H30 R1 R2 R3 R４ R5 R6

22.5 22.5

実績値 21.4 21.8 21.5 16.9 17.2 16.5 19.2

目標値 ― ― 21.5 22.0 22.0

成果指標②
「家の人（兄弟姉妹を除く）と学校の出来事について話をする」と答えた児童生徒の割合（％）

【学びのアンケート調査（草津市教育委員会実施）】

H30 R1 R2 R3 R４ R5 R6

85.5 86.0

実績値（小） ― ― 80.0 82.9 80.0 85.5 85.2

目標値（小） ― ― ― ― 85.0

※令和３年度から上記の成果指標に変更する。

地域協働合校では、学校・地域・家庭が協働して地域の人材や資源を積極的に活用し、こどもと大人が多種多様な活動を実
施しており、様々な経験や知識を持った地域の大人との交流を通じて、こどもの豊かな心の成長や大人自身のやりがいに繋
げることができた。また、社会教育委員会議において地域課題解決型の研究を進めることにより、地域社会のつながりやかか
わりづくり、地域社会の創り手の育成への方策につなげていく。家庭教育での教育力の向上を図るため、小中学校や市施設
において家庭教育支援講座の実施や市ホームページ等において必要な情報を配信した。
少年センターでは、地域・学校・関係機関との連携や草津市青少年育成市民会議の活動を通じて、青少年の健全育成に関す
る意識・関心の高まりにつなげることができた。また、相談業務や支援プログラムを実施し、非行等からの立ち直りへの一助と
なった。

75.5 76.0

実績値（中） ― ― 76.9 73.2 75.6 80.2 81.1

目標値（中） ― ― ― ― 75.0
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■施策に含まれる主要事業一覧

番号

5
地域協働合校推進事業
【施策２３】

生涯学習課 ○

市内の全小中学校で学校と地域の連携による地域課
題解決型の体験学習の事業を実施することで、大人と
こどもがともに学び、持続可能な地域づくりを目指し、
学習を実施することができたため。

3
青少年育成活動事業
【施策２２】

少年センター ○
草津市青少年市民会議と共同して、育成大会の開催
や、挨拶（あいさつ）運動の推進など青少年の健全育
成を推進できたため。

4
少年センター管理運営事業
【施策２２】

少年センター ○
相談や支援プログラムの実施と併せ、少年補導委員
や警察、学校等と協力しながら街頭補導活動を通じ
て、非行防止と立ち直り支援を図ることができたため。

1
地域ぐるみの学校安全推進
事業
【施策２０】

学校教育課 ○

児童の登下校を見守るスクールガードに対して必要な
物品の支給などの援助を行うことで、地域と連携した
防犯対策に取り組み、こどもの安全・安心の確保が図
れたため。

2
家庭教育推進事業
【施策２１】

生涯学習課 ○

家庭でのこどものよりよい生活習慣等の形成や保護
者のニーズにあった家庭教育支援のため、小中学校
や市関係施設・地域において家庭教育に関連する講
座を開催したり、シグフィーや市ホームページで家庭教
育で必要な情報を発信することで、家庭での教育力を
高めることができたため。

主要事業 担当課 成果達成度 達成度評価理由

■施策に含まれるその他の事業一覧

■外部評価委員会での主な意見

日本スポーツ振興センター負担金事務　【施策２０】 学校教育課

学校災害賠償補償保険事務　【施策２０】 学校教育課

児童・生徒安全対策事業　【施策２０】 学校教育課

通学路対策事業　【施策２０】 学校教育課

事務事業 担当課

■外部評価委員会での主な意見

・「地域協働合校」での取組に期待している。引き続き多様な取組を実施いただくとともに、認識されていない方も少なくないよ
うに思うので、広く外部への発信にも努めていただきたい。
・登下校中の事故が減少傾向にあるということだが、事故を無くすべく、引き続き、交通安全対策の取組を進めていただきた
い。学校だけではなく、家庭での注意喚起の働きかけも大切だと思うので、保護者の方々への周知等も併せてお願いしたい。
・家庭での教育力向上のため、家庭教育応援ナビの取組に期待している。より積極的な情報発信をお願いしたい。
・シグフィーで様々な講座が実施されていることを拝見している。引き続き発信いただきたい。
・小学校の午前5時間制の40分授業だが、あっという間だと感じる。中学校は50分授業なので、こどもが戸惑わないように、上
手く繋げていけるようにしていただきたい。
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■成果指標の目標と実績

■達成度評価

基本方向 ３．社会全体で学びを進める

基本項目 ７．生涯学習・スポーツの充実

概　　要

誰もが、生涯にわたって、いつでも、どこでも学び、子どもの教育や地域の活動において、成果を生かすこ
とができるような生涯学習機会の充実を図ります。また、スポーツを身近に感じ、楽しめるよう生涯スポー
ツや競技スポーツに関する取組の充実を目指すとともに、※令和７（２０２５）年開催予定の第７９回国民ス
ポーツ大会および第２４回全国障害者スポーツ大会に向けた取組を推進します。

成果指標①
生涯学習・スポーツの充実に満足している市民の割合（％）

【草津市のまちづくりについての市民意識調査】

H30 R1 R2 R3 R４ R5 R6

※令和６（２０２４）年開催予定→令和７年（２０２５）年開催予定

26.0 26.5

実績値 23.7 27.1 24.8 24.3 23.5 25.4 29.3

目標値 ― ― 24.5 25.0 25.5

成果指標②
図書館利用者の満足度（％）
【図書館利用者アンケート】

H30 R1 R2 R3 R４ R5 R6

59.5 60.0

実績値 56.1 60.0 75.6 78.3 72.4 79.3 82.9

目標値 ― ― 58.0 58.5 59.0

成果指標③
社会体育施設利用者の満足度（％）
【社会体育施設利用者アンケート】

H30 R1 R2 R3 R４ R5 R6

74.0 75.0

実績値 66.8 72.2 72.5 72.9 71.9 72.6 72.5

目標値 ― ― 71.0 72.0 73.0

「立命館×草津市びわこ講座」は、対面講座形式とともに対面講義を収録したインターネット配信を併用し、市民の学習機会の
確保に努めたほか、幅広いカテゴリーの講義を実施することができた。また、「学びの地域支援講座」においては、学びを地域
に還元することを目的に、講座を通して、地域人材の育成や、社会参画の意識醸成の場を提供することができた。
図書館においては、読書のまち推進事業を実施するとともに、既存の各種事業も行い、市全域での図書館サービスの充実に
努めた結果、読書機会の創出に繋がった。
また、スポーツ教室や講習会、スポーツ大会等を開催するとともに、各施設の適切な維持管理を行うことで、市民がスポーツに
親しむ環境を提供することができた。なお、社会体育施設利用者の満足度では、貸館手続きの評価が低く、見直しを検討する
必要がある。
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■施策に含まれるその他の事業一覧

■外部評価委員会での主な意見

スポーツ推進課

総合型地域スポーツクラブ補助事業　【施策２６】 スポーツ推進課

チャレンジスポーツデー開催費補助金事務　【施策２６】 スポーツ推進課

駅伝競走大会開催費補助金事務　【施策２６、２７】 スポーツ推進課

事務事業 担当課

図書館施設管理事業　【施策２４】 図書館

南草津図書館施設管理事業　【施策２４】 南草津図書館

各種大会負担金事務　【施策２６、２７】 スポーツ推進課

各種大会補助金事務　【施策２６、２７】 スポーツ推進課

各種大会出場者激励事業　【施策２７】 スポーツ推進課

スポーツ推進計画事業　【施策２６、２７】 スポーツ推進課

スポーツ推進審議会運営事業　【施策２６、２７】 スポーツ推進課

各種スポーツ団体活動支援事業　【施策２６、２７】 スポーツ推進課

スポーツ協会事業費補助金事務　【施策２６、２７】 スポーツ推進課

スポーツ少年団育成事業　【施策２６、２７】 スポーツ推進課

スポーツ推進委員活動推進事業　【施策２６、２７】

■外部評価委員会での主な意見

・公園や公共施設の利用ルールの見直しやルールの徹底などを通して、誰もが利用しやすい環境を整えていただきたい。そ
の際には、施設を利用するこどもたちの意見を聴いてもよいと思う。
・「図書館利用者の満足度」について、移動図書館も含めて利用したくても利用が困難な方にも配慮して、誰しもが利用しやす
いような環境の整備をお願いしたい。
・「図書館利用者の満足度」の高さに感心している。満足されていない方々の求めていることが把握できれば更なる飛躍がで
きるのではと期待している。
・「社会体育施設利用者の満足度」では、貸館の手続きでオンラインが利用できないため評価が低いとのことであったが、オン
ライン予約システムの導入も予定しているとのことなので、数値の上昇に期待している。
・「ゆうゆうびとバンク」には、多くの団体と多様な内容が掲載されていることに感心している。登録された団体の活動が活きる
ように引き続き取り組んでいただきたい。
・「学校体育施設開放推進事業」では、こども優先枠をつくっていただき、大変ありがたく、今後も続けてほしい。
・国スポ・障スポ開催に伴い、関連する施設整備が行われ、これを機に、自分も新たにスポーツを始めようという方も多いので
はないかと思うので、こうした機運の高まりを通して、スポーツの振興等に努めていただきたい。
・国スポ・障スポ開催のための様々な環境整備や取組をされてきた。開催後にどれだけ維持していけるのかを期待したい。
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基本方向４「歴史と文化を守り育てる」 

 

 

 

 

 

 

 

■施策に含まれる主要事業一覧

番号

1
市美術展覧会開催事業
【施策３０】

生涯学習課 ○
新たにイラスト部門を加え、市民により充実した発表・
鑑賞の機会を提供できたため。

主要事業 担当課 成果達成度 達成度評価理由

3
俳句のまちづくり事業
【施策３０】

生涯学習課 ○
青少年俳句大会、ふるさと草津俳句会、宗鑑忌俳句大
会、俳句入門講座の開催により、市民が俳句に親しむ
多くの機会を提供できたため。

2
市民文化芸術活動支援事業
【施策３０】

生涯学習課 ○

誰もが気軽にアートに親しめるアートフェスタくさつや、
特定の地域に焦点をあて、その地域の魅力をテーマと
して映画制作を行う草津キッズシネマ塾など、産官民
の協働による文化振興に取り組むことができたため。

4
文化ホール管理運営事業
【施策３１】

生涯学習課 ○

文化活動の拠点施設として、指定管理者による適切な
施設管理と文化事業の展開をするとともに、令和７年
度の指定管理の更新にあたり、社会情勢等を適切に
反映した仕様をまとめ、協定を締結することができたた
め。

■施策に含まれるその他の事業一覧

三ツ池計画予定地管理事業　【施策３１】 生涯学習課

事務事業 担当課
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■外部評価委員会での主な意見

・多くの市民の方々に、文化芸術に親しむ機会を提供いただくために、引き続き予算確保に努めていただきたい。
・「文化・芸術の振興が図れていると思う市民の割合」が上昇傾向にあり、地道な取組が成果に繋がっていると思っている。
・「市美術展覧会開催事業」では、イラスト部門の創設は、手軽に始められると思うので、そこに目をつけられたことに感心し
た。
・「市民文化芸術活動支援事業」では参加したこどもたちが、学んだことを学校に持ち帰り、周りのこどもに与える影響も大きい
ので引き続き継続いただきたい。また、本物の文化・芸術活動に触れる機会があれば、自分なりの表現に取り組めると思うの
で、そのような場があればありがたい。
・「草津キッズシネマ塾」の取組など、こどもにとっては、本人の体験だけでなく、様々な年代の方々との交流にもつながること
から、そこで得られるものは大きいと思う。市民としても、そうした活動にもっと気軽に接する機会があればありがたい。
・「文化ホール管理運営事業」において、ＳＮＳなどによる発信・交流の促進のため、無料で利用できるWi-Fi環境の整備充実に
取り組んでほしい。
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■成果指標の目標と実績

※令和6年度休館期間：令和6年6月1日から令和7年3月31日まで

■達成度評価

基本方向

実績値

４．歴史と文化を守り育てる

基本項目 ９．文化財の保存と活用

概　　要
本市の歴史文化の特徴を後世に守り伝えるため、適切な保存を図るとともに、市民が地域の歴史に触れ
る機会づくりに努め、地域主体による保存・活用の機運の向上や歴史文化を活用した草津らしいまちづく
りを目指します。

成果指標① 文化財指定件数（件）

H30 R1 R2 R3 R４ R5 R6

94 94 94 94

目標値 ― ― 95 95

R４ R5 R6

34,500

96 97

94 94 94

96

発掘調査の件数が多いなか、計画的に調査事業を実施し、遺跡の実態を適正に記録保持することができた。また、国指定史
跡の整備や文化財保存事業に対する補助金の交付などを計画的に実施し、文化財保護の推進を図ることができた。
草津市文化財保存活用地域計画に基づく事業進捗を図りつつ、地域の文化財に興味関心をもてるような取組を実施すること
ができた。新たに文化財として指定するには至らなかったものの、令和５年度の調査対象に加え新たに未指定文化財の調査
を実施し、指定に向けた調整を進めることができた。
史跡草津宿本陣が6月から耐震補強工事により、休館となるため、ホームページやSNS等による情報発信に力を入れた。な
お、入館者数については、令和6年度4月および5月の入館者数が6,186人となり、令和5年度の5,668人と比べて、109%となっ
た。

18,544 25,471 26,352 12,401

目標値 ― ― 34,200

成果指標② 史跡草津宿本陣・草津宿街道交流館の年間入館者数（人）

H30 R1 R2 R3

34,500

実績値 33,072 33,994 12,454

34,500 34,500
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■施策に含まれる主要事業一覧

番号

1

2

3

4

5

6

7

8

史跡草津宿本陣管理事業
【施策３４】

草津宿街道交流館 ○
耐震補強工事に係る工事中の特別公開や完成記念
披露など、特別な見学の機会を創出することができた
ため。

草津宿街道交流館運営事業
【施策３４】

草津宿街道交流館 ○
草津の歴史文化の魅力発信に力を入れた結果、情報
発信件数を増やせたため。

文化財普及啓発事業
【施策３３】

歴史文化財課 ○

○
耐震補強工事について、計画どおり整備進捗を図るこ
とができたため。

文化財を活用した取組を実施し、ふるさと意識の醸成
に繋げることができたため。

主要事業 担当課 成果達成度 達成度評価理由

史跡芦浦観音寺跡整備事業
【施策３２】

歴史文化財課 ○
整備工事について、計画どおり整備進捗を図ることが
できたため。

埋蔵文化財発掘調査事業
【施策３２】

歴史文化財課 ○
試掘、本発掘調査ともに計画どおり実施でき、遺跡の
実態を適正に記録保持することができたため。

宅地開発等関連遺跡発掘調
査事業
【施策３２】

歴史文化財課 ○
開発等に伴う発掘調査及び整理業務を計画どおり進
め、遺跡の実態を適正に記録保持することができたた
め。

文化財保護助成事業
【施策３２】

歴史文化財課 ○
所有者に対し適正に保護助成を行うことで、文化財の
保存管理、育成、活用を図ることができたため。

史跡草津宿本陣整備事業
【施策３２】

歴史文化財課

■施策に含まれるその他の事業一覧

■外部評価委員会での主な意見

重要文化財整備助成事業　【施策３２、３３】 歴史文化財課

史跡野路小野山製鉄遺跡整備事業　【施策３２、３３】 歴史文化財課

事務事業 担当課

歴史資料管理事業　【施策３２】 歴史文化財課

文化財保護推進事業　【施策３２】 歴史文化財課

文化財保護審議会運営事業　【施策３２】 歴史文化財課

未指定文化財調査事業　【施策３２】 歴史文化財課

■外部評価委員会での主な意見

・地域の歴史を知ることができる資料の保存と活用はとても大切な取組である。こうした資料をどのように活用していくか、教材
研究と併せて、その成果を教員研修などで伝えていただくことも教育委員会の事業として有益ではないか。
・東海道を歩く人たちのための地図の作成については、市町の歴史に触れることができ、更なる興味を持たれる方もいらっしゃ
ると思うので、完成に向けて取り組んでいただきたい。
・一般的な展示だけではなく、例えば展示に向けた準備や作業風景といった裏方の様子も配信などすると、より一層、地域の
文化財に親しみが持てるのかもしれない。
・史跡草津宿本陣の耐震工事による閉館中に力を注がれた、ホームページ等を利用された情報発信については、工事は終了
されたが、引き続き積極的に発信していただきたい。


